
 
 
 

 

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令案
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労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

事
業
主
は
、
外
国
人
雇
用
状
況
届
出
に
お
い
て
、
特
定
技
能
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
、

特
定
産
業
分
野
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

第
三

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。


